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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＩＣカード機能搭載携帯端末に関し、電子マネ
ーサービスの利用を制限し、電子マネーサービスの利用
のセキュリティを向上させる。
【解決手段】リーダライタ１から送信される搬送波が非
接触ＩＣチップファームウェア２で検出されたとき、携
帯端末内の携帯端末コントローラ３から、電子マネーサ
ービスのサービス種別及びリーダライタ識別コードの取
得を要求する要求信号（１－４，１－５）を送出し、該
要求信号に応じてリーダライタ１は、自身のサービス種
別及びリーダライタ識別コードを含む応答信号（１－６
）を送信し、携帯端末コントローラ３は該識別コードが
使用可能なものかどうかを、登録テーブルを参照して判
定し、使用可の場合に該リーダライタ１に対して搬送波
検出通知信号を送信し、使用不可の場合に該搬送波検出
通知信号の送信を停止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リーダライタとの間で電子マネーサービスの信号を送受する非接触ＩＣチップファーム
ウェアを搭載した携帯端末において、
　前記電子マネーサービスの使用を許可する前記リーダライタの識別コードを登録した使
用可能リーダライタ登録テーブルを備え、
　前記非接触ＩＣチップファームウェアで前記リーダライタからの搬送波が検出されたと
き、該リーダライタから送出される識別コードが、前記使用可能リーダライタ登録テーブ
ルに登録されているか否かを判定し、登録されている場合に該リーダライタに対して搬送
波検出通知信号を送信し、登録されていない場合に該搬送波検出通知信号の送信を停止す
る手段を備えたことを特徴とするＩＣカード機能搭載携帯端末。
【請求項２】
　前記電子マネーサービスの使用を許可する前記リーダライタの識別コードの登録操作を
行うインターネットの登録サイトにアクセスする手段と、
　前記登録サイトから通知される前記リーダライタの識別コードを、前記使用可能リーダ
ライタ登録テーブルに登録する手段と
　を備えた前記請求項１に記載のＩＣカード機能搭載携帯端末。
【請求項３】
　前記登録サイトから通知されるリーダライタの識別コードと共に、該登録サイトから送
出される付加情報を保存する手段を備えた請求項２に記載のＩＣカード機能搭載携帯端末
。
【請求項４】
　前記電子マネーサービスの使用を許可する前記リーダライタの識別コードを登録する動
作モードに設定する手段と、
　前記リーダライタの識別コードを登録する動作モードに設定されているとき、前記リー
ダライタから送出される識別コードを受信し、該識別コードを前記使用可能リーダライタ
登録テーブルに登録する手段と
　を備えた前記請求項１に記載のＩＣカード機能搭載携帯端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＩＣカード機能搭載携帯端末に関する。非接触ＩＣカード機能を搭載した携帯
端末の普及により、非接触ＩＣカードによる様々な電子マネーサービスが実用化され、現
金を持ち歩く必要のない非接触ＩＣカード機能の利用がより一層多くのユーザに広まるも
のと想定される。その際、セキュリティの観点から、非接触ＩＣカード機能の使用範囲を
適宜限定することができるようにすることが望ましい。本発明は、ＩＣカード機能による
電子マネーサービスの使用を制限し、セキュリティ性を向上させることができるＩＣカー
ド機能搭載携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末の非接触ＩＣカード機能を使用する電子マネーサービスには、Ｅｄｙ（登録商
標）やＳｕｉｃａ（登録商標）等、様々な種類のサービスが存在し、それらの電子マネー
サービスを利用することができる店舗等も急速に普及しており、現金を持ち歩かずに気軽
に買い物等をすることができる決済サービス体系が確立されつつある。
【０００３】
　ＩＣカード機能搭載携帯端末による電子マネーサービス等の決済サービスは、店舗等に
設置されたリーダライタと携帯端末内の非接触ＩＣチップファームウェアと携帯端末内の
携帯端末コントローラとの間の信号送受により開始される。図１３は、従来のＩＣカード
機能搭載携帯端末による決済サービス開始のシーケンス例を示す。
【０００４】
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　同図に示すように従来のシーケンスでは、リーダライタ１から搬送波を送出し（１３－
１）、該搬送波を非接触ＩＣチップファームウェア２で検出し（１３－２）、該非接触Ｉ
Ｃチップファームウェア２から携帯端末コントローラ３に搬送波検出通知信号を送信する
（１３－３）。携帯端末コントローラ３は、該搬送波検出通知信号により、携帯端末のＬ
ＥＤの点灯等を行い、非接触ＩＣチップファームウェア２がリーダライタ１の搬送波を検
出したことをユーザに知らせる。
【０００５】
　また、非接触ＩＣチップファームウェア２は、リーダライタ１へ搬送波検出通知信号を
送出する（１３－４）。リーダライタ１が非接触ＩＣチップファームウェア２から搬送波
検出通知信号を受信すると、以降、リーダライタ１と非接触ＩＣチップファームウェア２
との間で、電子マネーサービス等のサービス開始の処理が実行される（１３－５）。この
電子マネーサービス等の処理は、携帯端末コントローラ３では関知することなく、リーダ
ライタ１と非接触ＩＣチップファームウェア２との間の処理により実行される。
【０００６】
　これら電子マネーサービスは、現金を持ち歩かないことによる安全性・利便性から、今
後、使用ユーザが増大することが想定される。その際、セキュリティの観点から、各ユー
ザが適宜使用範囲を限定することができるよう、使用制限の設定を行うことができるよう
にすることが望ましい。
【０００７】
　なお、ＩＣカードリーダライタを各情報端末装置に備え、事前に登録された認証カード
を所有する利用者以外は、情報端末装置を使用することができないようにしたシステムは
、例えば下記の特許文献１等によって知られている。
【特許文献１】特開２００３－２４２１４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述したように、電子マネーサービスは、セキュリティをより高めるために、各ユーザ
によって各ユーザの使用目的又は用途に応じてそれぞれ使用範囲を限定することができる
よう、使用制限の設定を行うことができるようにすることが望ましい。しかし、従来は、
各電子マネーサービスの単位で非接触ＩＣカード機能の使用を制限することはできても、
同種の電子マネーサービスに対して、各店舗等に設置されたリーダライタ単位で非接触Ｉ
Ｃカード機能の使用を制限することはできない。
【０００９】
　そのため、ＩＣカード機能付き携帯端末を遺失した場合など、他人が本人に成りすまし
て該ＩＣカード機能付き携帯端末を使用し、闇雲にあらゆる店舗等で買い物等の決済を行
ってしまうことを防ぐことができないといったセキュリティ上の不安感を払拭することが
できない。
【００１０】
　また、親がその子供にＩＣカード機能付き携帯端末を持たせた場合など、その子供が該
ＩＣカード機能付き携帯端末で買い物等の支払いを済ませることができる店舗等を制限し
たい場合がある。しかし、従来のＩＣカード機能付き携帯端末では、各店舗等に設置され
たリーダライタ単位で非接触ＩＣカード機能の使用を制限することはできず、該ＩＣカー
ド機能付き携帯端末による電子マネーサービスは、安心して利用することができるものと
は言えなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このＩＣカード機能搭載携帯端末は、リーダライタとの間で電子マネーサービスの信号
を送受する非接触ＩＣチップファームウェアを搭載した携帯端末であって、前記電子マネ
ーサービスの使用を許可する前記リーダライタの識別コードを登録した使用可能リーダラ
イタ登録テーブルを備え、前記非接触ＩＣチップファームウェアで前記リーダライタから
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の搬送波が検出されたとき、該リーダライタから送出される識別コードが、前記使用可能
リーダライタ登録テーブルに登録されているか否かを判定し、登録されている場合に該リ
ーダライタに対して搬送波検出通知信号を送信し、登録されていない場合に該搬送波検出
通知信号の送信を停止する手段を備えたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　このＩＣカード機能搭載携帯端末によれば、電子マネーサービスに使用可能なリーダラ
イタを、特定の店舗等のリーダライタに制限することができ、それによって電子マネーサ
ービスの利用が制限され、本人以外によって電子マネーサービスが無制限に利用されるの
を防ぐことができ、電子マネーサービスの利用のセキュリティを向上させることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１にこのＩＣカード機能搭載携帯端末による決済サービス開始のシーケンス例を示す
。同図は、図１３と同様にリーダライタ１からの搬送波の検出時の動作シーケンスを示し
、リーダライタ１が使用可能な場合のシーケンス例を示している。なお、リーダライタ１
は店舗等に設置され、非接触ＩＣチップファームウェア２及び携帯端末コントローラ３は
携帯端末に搭載されている。
【００１４】
　図１３の従来のシーケンス例と異なる点は、同図の破線で囲んだシーケンスが追加され
たことである。この追加されたシーケンスにより、携帯端末コントローラ３による使用可
否判定で使用可能と判断されない限り、非接触ＩＣチップファームウェア２からの搬送波
検出通知信号がリーダライタ１へ出力されない。
【００１５】
　以下、動作シーケンスを順に説明する。まず、リーダライタ１から搬送波が送出され（
１－１）、非接触ＩＣチップファームウェア２は該搬送波を検出する（１－２）と、携帯
端末コントローラ３へ搬送波検出通知信号を送出する（１－３）。これは、従来、携帯端
末のＬＥＤの点灯等を行い、非接触ＩＣチップファームウェア２がリーダライタ１の搬送
波を検出したことをユーザに知らせるためのものである。
【００１６】
　携帯端末コントローラ３は、上記搬送波検出通知信号を受信すると、非接触ＩＣチップ
ファームウェア２へ、電子マネーサービスのサービス種別及びリーダライタ識別コードの
取得を要求する要求信号を送出する（１－４）。非接触ＩＣチップファームウェア２は、
該要求信号を受信すると、リーダライタ１へ、同様のサービス種別及びリーダライタ識別
コードの送出を要求する要求信号を送信する（１－５）。
【００１７】
　リーダライタ１は上記要求信号を受信すると、当該リーダライタ１の電子マネーサービ
スのサービス種別及びリーダライタ識別コードを表す応答信号を、非接触ＩＣチップファ
ームウェア２へ返送する（１－６）。非接触ＩＣチップファームウェア２は、該応答信号
を受信すると、携帯端末コントローラ３へ、当該リーダライタ１の電子マネーサービスの
サービス種別及びリーダライタ識別コードの情報と共に、使用可否判定要求／登録要求信
号を送信する（１－７）。
【００１８】
　上述の使用可否判定要求／登録要求信号は、当該識別コードのリーダライタによる当該
サービス種別の電子マネーサービスの使用が可能か否かの判定の要求を示す「使用可否判
定要求」、又は当該サービス種別のリーダライタ識別コードの登録の要求を示す「登録要
求」を表す信号である。
【００１９】
　この動作シーケンスの場合、使用可否判定要求／登録要求信号は、携帯端末コントロー
ラ３の動作モード設定状態から「使用可否判定要求」として扱われる。なお、「登録要求
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」については後述するが、「使用可否判定要求」と「登録要求」とは、同一インタフェー
スの信号とすることができる。
【００２０】
　携帯端末コントローラ３は、後述する図１１の使用可能リーダライタ登録テーブルを参
照して当該リーダライタ１の使用可否判定を行う（１－８）。当該リーダライタ１が使用
可能である場合、携帯端末コントローラ３は非接触ＩＣチップファームウェア２へ、使用
可能を表す使用可否通知信号を送信する（１－９）。
【００２１】
　非接触ＩＣチップファームウェア２は、該使用可否通知信号を受信すると、リーダライ
タ１に対して搬送波検出通知信号を送出する（１－１０）。リーダライタ１は該搬送波検
出通知信号の受信により、従来と同様に、非接触ＩＣチップファームウェア２との間で、
電子マネーサービスの処理を開始する（１－１１）。
【００２２】
　図２は、リーダライタ１が使用不可能な場合の動作シーケンス例を示している。図１と
異なる点は、携帯端末コントローラ３は非接触ＩＣチップファームウェア２へ、使用不可
を表す使用可否通知信号を送信し（２－１）、非接触ＩＣチップファームウェア２は、該
使用可否通知信号を受信すると、リーダライタ１に対して搬送波検出通知信号を送出しな
い。
【００２３】
　非接触ＩＣチップファームウェア２は、使用不可を表す使用可否通知信号を受信すると
、リーダライタ１に対して搬送波検出通知信号を送出しないため、リーダライタ１と非接
触ＩＣチップファームウェア２との間で、電子マネーサービスの処理は開始されない。
【００２４】
　図３は、搬送波検出時の非接触ＩＣチップファームウェアの動作フローである。該動作
フローは、まず、リーダライタから送出される搬送波を検出すると（３－１）、携帯端末
コントローラ３へ搬送波検出通知信号を送信する（３－２）。
【００２５】
　次に、携帯端末コントローラ３からサービス種別／リーダライタ識別コードの取得要求
信号を受信すると（３－３）、リーダライタ１へ該サービス種別／リーダライタ識別コー
ドの要求信号を送信する（３－４）。そして、リーダライタからサービス種別／リーダラ
イタ識別コードを表す応答信号を受信すると（３－５）、該サービス種別／リーダライタ
識別コードと共に、当該リーダライタの使用可否判定要求／登録要求信号を携帯端末コン
トローラへ送信する（３－６）。
【００２６】
　この動作シーケンスの場合、携帯端末コントローラの動作モード設定状態から、上記使
用可否判定要求／登録要求信号は、「使用可否判定要求」として扱われる。そして、携帯
端末コントローラから当該リーダライタの使用可否通知信号を受信する（３－７）。該使
用可否通知信号を基に、当該リーダライタの使用可否判定を行い（３－８）、使用可能な
場合、当該リーダライタへ搬送波検出通知信号を送出する（３－９）。使用不可能な場合
、当該リーダライタへ搬送波検出通知信号を送出しない。
【００２７】
　図４は、搬送波検出時の携帯端末コントローラの動作フローである。該動作フローは、
まず、非接触ＩＣチップファームウェアから搬送波検出通知信号を受信すると（４－１）
、非接触ＩＣチップファームウェアへ、リーダライタのサービス種別／リーダライタ識別
コードの取得要求信号を送信する（４－２）。
【００２８】
　次に、非接触ＩＣチップファームウェア２から、リーダライタ１のサービス種別／リー
ダライタ識別コードと共に、使用可否判定要求／登録要求信号を受信する（４－３）。こ
の動作フローの場合、携帯端末コントローラ３の動作モード設定状態から、使用可否判定
要求／登録要求を「使用可否判定要求」として扱う。そして、図１１の使用可能リーダラ
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イタ登録テーブルを参照し、当該リーダライタ１の使用可否判定を行う（４－４）。
【００２９】
　上記判定は、当該リーダライタ１が使用可能リーダライタ登録テーブルへ登録されてい
るか否かの判定を行う（４－５）。使用可能リーダライタ登録テーブルに登録されている
場合、使用可能を表す使用可否通知信号を非接触ＩＣチップファームウェア２へ送信する
（４－６）。使用可能リーダライタ登録テーブルに登録されていない場合、使用不可を表
す使用可否通知信号を非接触ＩＣチップファームウェア２へ送信する（４－７）。
【００３０】
　次に、使用可能なリーダライタの登録について説明する。使用可能なリーダライタの登
録は、以下の２つの手法の何れかにより、携帯端末に使用可能なリーダライタ（店舗等）
の情報を登録する。その第１の手法は、インターネットの登録サイトにアクセスして登録
する手法である。その第２の手法は、登録するリーダライタに直接ＩＣカード機能搭載携
帯端末を翳して登録する手法である。
【００３１】
　図５は第１の手法であるインターネットの登録サイトにアクセスして使用可能リーダラ
イタ登録するシーケンス例を示す。同図に示すように、携帯端末コントローラ３は、ユー
ザによるインターネットからの登録操作の情報をユーザインタフェース画面（ＵＩ）から
入力する（５－１）。なお、この登録操作のユーザインタフェース画面（ＵＩ）を開く際
にはユーザ認証を行い、当該ＩＣカード機能搭載携帯端末の使用契約者以外は、該ユーザ
インタフェース画面（ＵＩ）を開くことができないようにする。
【００３２】
　携帯端末コントローラ３は、上記登録操作の情報を入力すると、インターネットのリー
ダライタの登録専用サイト４へアクセスする（５－２）。ユーザは、該登録専用サイト４
のウェブページ上の表示画面から、使用を許可する決済サービスの種別を選択し（５－３
）、更に、使用を許可する店舗等のリーダライタを選択する（５－４）。
【００３３】
　携帯端末コントローラ３は、上記登録専用サイト４から、使用を許可する店舗等のリー
ダライタのサービス種別／リーダライタ識別コードを受け取る（５－５）。なお、この際
に、店舗等のクーポン券や割引券等のデータを付加情報として受け取る構成とすることが
できる。携帯端末コントローラ３は、受け取ったサービス種別／リーダライタ識別コード
を、例えば図１１に示す使用可能リーダライタ登録テーブルに格納する（５－６）。また
、受け取った情報に付加情報が存在する場合は、該付加情報を保存する（５－７）。
【００３４】
　図６は、使用可能な店舗等のリーダライタをインターネットから登録する操作例を示し
ている。ユーザは、ＩＣカード機能搭載携帯端末のユーザインタフェース画面の表示メニ
ューの「使用可能リーダライタ登録」６－１から、「インターネットから登録」を選択し
、特定の決済サービスＦＦＦのリーダライタ登録専用サイト（「使用可能リーダライタ登
録」）６－２へアクセスする。そして、該登録専用サイトの表示画面上でユーザが使用を
許可する店舗等のリーダライタが選択されると、携帯端末コントローラは、該選択された
リーダライタの情報を入力する。
【００３５】
　携帯端末コントローラは、選択されたリーダライタの情報を受け、登録専用サイトの表
示画面上で例えば、電子マネーＥＥＥが使用可能な店舗等を１）□□□□店、２）△△△
△店、他の電子マネーＤＤＤが利用可能な店舗等を１）☆☆☆☆店、２）○○○○店など
のように表示すると共に、それらリーダライタのサービス種別／リーダライタ識別コード
を登録する。
【００３６】
　図７は、使用可能な店舗等のリーダライタを該リーダライタへ翳して登録する動作シー
ケンス例を示している。まず、携帯端末コントローラ３は、ユーザインタフェース画面（
ＵＩ）から、ユーザによるリーダライタ直接登録の操作の情報を入力する（７－１）。こ
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の登録操作のユーザインタフェース画面（ＵＩ）を開く際にはユーザ認証を行い、当該Ｉ
Ｃカード機能搭載携帯端末の使用契約者以外は、該ユーザインタフェース画面（ＵＩ）を
開くことができないようにする。
【００３７】
　上記登録操作を行ったユーザにより当該ＩＣカード機能搭載携帯端末がリーダライタ１
の搬送波圏内で翳されると（７－２）、非接触ＩＣチップファームウェア２は、リーダラ
イタ１の搬送波を検出する（７－３）。非接触ＩＣチップファームウェア２は、該搬送波
を検出すると、携帯端末コントローラ３へ搬送波検出通知信号を送出する（７－４）。
【００３８】
　携帯端末コントローラ３は、上記搬送波検出通知信号を受信すると、非接触ＩＣチップ
ファームウェア２へ、サービス種別／リーダライタ識別コードの取得を要求する要求信号
を送信する（７－５）。非接触ＩＣチップファームウェア２は、リーダライタ１に対しサ
ービス種別／リーダライタ識別コードの送出を要求する要求信号を送信する（７－６）。
【００３９】
　リーダライタ１は、上記要求信号を受信すると、当該リーダライタ１の電子マネーサー
ビスのサービス種別及びリーダライタ識別コードを表す応答信号を、非接触ＩＣチップフ
ァームウェア２へ返送する（７－７）。非接触ＩＣチップファームウェア２は、該応答信
号を受信すると、携帯端末コントローラ３へ、当該リーダライタ１の電子マネーサービス
のサービス種別及びリーダライタ識別コードの情報と共に、使用可否判定要求／登録要求
信号を送信する（７－８）。
【００４０】
　このシーケンス例の場合は、携帯端末コントローラ３は登録操作の動作モード設定状態
となっているため、上記使用可否判定要求／登録要求信号は、「登録要求」として処理さ
れる。該「登録要求」により携帯端末コントローラ３は、サービス種別／リーダライタ識
別コードを、図１１に示す使用可能リーダライタ登録テーブルへ登録し（７－９）、非接
触ＩＣチップファームウェア２へ登録完了通知信号を送信する（７－１０）。
【００４１】
　図８は、リーダライタの登録を該リーダライタに翳して行う場合の非接触ＩＣチップフ
ァームウェアの動作フローである。まず、リーダライタから送出される搬送波を検出する
と（８－１）、携帯端末コントローラ３へ搬送波検出通知信号を送信する（８－２）。
【００４２】
　次に、携帯端末コントローラから、リーダライタへサービス種別／リーダライタ識別コ
ードの取得要求信号を受信すると（８－３）、リーダライタへサービス種別／リーダライ
タ識別コードの要求信号を送信する（８－４）。そして、リーダライタからサービス種別
／リーダライタ識別コードを表す応答信号を受信すると（８－５）、該サービス種別／リ
ーダライタ識別コードと共に、当該リーダライタの使用可否判定要求／登録要求信号を携
帯端末コントローラへ送信する（８－６）。
【００４３】
　この動作フローにおいて、携帯端末コントローラは登録操作の動作モード設定状態であ
るので、使用可否判定要求／登録要求信号は、「登録要求」として扱われ、携帯端末コン
トローラから登録完了通知信号を受信する（８－７）。
【００４４】
　図９は、使用可能なリーダライタを該リーダライタに翳して登録する操作例を示してい
る。ユーザは、ＩＣカード機能搭載携帯端末のメニューのユーザインタフェース画面の表
示メニューの「使用可能リーダライタ登録」の表示画面９－１から、「リーダライタへ翳
して登録」を選択し、「使用可能リーダライタ一覧」の表示画面９－２で「未登録」箇所
へフォーカスを当て、「登録」ボタンを押下すると、例えば「リーダライタへ翳してくだ
さい」というメッセージ９－３を表示する。
【００４５】
　そこでユーザは使用を許可するリーダライタ１へＩＣカード機能搭載携帯端末５を翳す
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。その際のＩＣカード機能搭載携帯端末５へのサービス種別／リーダライタ識別コードの
情報の登録は、図７のシーケンス図で説明したとおりである。そして、右側の「使用可能
リーダライタ一覧」の表示画面９－２に示すように、使用可能なリーダライタとして新た
に登録されたリーダライタを電子マネーＥＥＥ☆☆☆店どのように表示する。
【００４６】
　図１０は、使用可能なリーダライタの登録時の携帯端末コントローラの動作フローであ
る。この動作フローは、インターネットの登録サイトにアクセスして登録を行った場合、
及びリーダライタに翳して直接登録を行った場合の動作フローを示している。まず、携帯
端末コントローラは、インターネットの登録サイトからの登録か、リーダライタに翳して
行う登録の何れの登録要求であるかを判別する（１０－１）。
【００４７】
　インターネットの登録サイトからの登録要求の場合、インターネットの登録サイトに対
して使用を許可するリーダライタの登録要求の情報が入力され（１０－２）、該登録要求
のあったリーダライタのサービス種別／リーダライタ識別コードが取得されると、それら
の情報を図１１の使用可能リーダライタ登録テーブルへ登録する（１０－３）。また、そ
の際に、クーポン券や割引券等の付加情報が存在するかどうかを判定する（１０－４）。
付加情報が存在する場合は、該付加情報も合わせて登録する（１０－５）。
【００４８】
　クーポン券や割引券等の付加情報を、使用可能リーダライタの識別コードの通知と共に
携帯端末に送付することにより、使用を許可される店舗等のリーダライタの利用促進を一
層高めることが可能となる。
【００４９】
　一方、リーダライタに翳して行う登録要求の場合、非接触ＩＣチップから搬送波検出通
知信号を受信すると（１０－６）、非接触ＩＣチップへサービス種別／リーダライタ識別
コードの取得要求を行う（１０－７）。そして、非接触ＩＣチップから、サービス種別／
リーダライタ識別コードと共に使用可否判定／登録要求信号を受信する（１０－８）。
【００５０】
　この動作フローにおいて、携帯端末コントローラは、登録操作の動作モード設定状態で
あるので、上記使用可否判定／登録要求信号は「登録要求」として処理され、図１１の使
用可能リーダライタ登録テーブルへ、該リーダライタのサービス種別／リーダライタ識別
コードを登録し（１０－９）、非接触ＩＣチップへ登録完了通知信号を送信する（１０－
１０）。
【００５１】
　図１１は、使用可能リーダライタ登録テーブルの例を示す。同図は、電子マネーサービ
スのサービス種別毎に、それぞれ使用可能なリーダライタ識別コードを格納し、検索速度
を重視した登録テーブルの構成例を示しているが、これはあくまでも一例であり、登録テ
ーブルの構成は、メモリ量と検索速度の何れを重視するかになどの設計思想に応じ、それ
ぞれの設計思想に適した構成とすることができる。
【００５２】
　図１２は、使用可能なリーダライタを登録したＩＣカード機能携帯端末で電子マネーサ
ービスを利用したときの態様の一例を示している。同図左側に示す使用可能リーダライタ
一覧に表示されている使用可能リーダライタの登録状況で、同図右側の３つの店舗等のリ
ーダライタ１２－１、１２－２、１２－３を使用したとする。
【００５３】
　この場合、登録された電子マネーサービスＥＥＥの△△△店のリーダライタ１２－１及
び電子マネーサービスＥＥＥの□□□店のリーダライタ１２－２は使用可能であるが、登
録テーブルへ登録されていない電子マネーサービスＥＥＥの×××店のリーダライタ１２
－３は使用することができず、使用が制限された状態となる。
【００５４】
　なお、この使用制限機能は、携帯端末コントローラにより登録された特定のリーダライ
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オン状態でなければ、携帯端末コントローラによるリーダライタの使用可否判定が実行さ
れない。
【００５５】
　従って、ＩＣカード機能搭載携帯端末の電源がオフ状態の場合、非接触ＩＣチップファ
ームウェアのみの機能により、従来どおり無条件にどのリーダライタも使用可能となって
しまう。これを防ぐために、図示省略のユーザインタフェース画面で「使用可能リーダラ
イタ登録」機能を有効又は無効に設定し得るようにし、該「使用可能リーダライタ登録」
機能が有効状態に設定されている場合には、ＩＣカード機能搭載携帯端末の電源がオフの
とき、非接触ＩＣチップのロック設定を「ロック」状態に自動的に設定し、非接触ＩＣチ
ップファームウェアの使用を制限する。なお、ＩＣカード機能搭載携帯端末の電源がオフ
のとき、非接触ＩＣチップをロック状態に設定する機能は既に一般的に存在している機能
である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】ＩＣカード機能搭載携帯端末による決済サービス開始のシーケンス例を示す図で
ある。
【図２】リーダライタが使用不可能な場合の動作シーケンス例を示す図である。
【図３】搬送波検出時の非接触ＩＣチップファームウェアの動作フローを示す図である。
【図４】搬送波検出時の携帯端末コントローラの動作フローを示す図である。
【図５】インターネットにアクセスして使用可能リーダライタを登録するシーケンス例を
示す図である。
【図６】使用可能なリーダライタをインターネットから登録する操作例を示す図である。
【図７】使用可能なリーダライタを該リーダライタへ翳して登録する動作シーケンス例を
示す図である。
【図８】リーダライタの登録を該リーダライタに翳して行う場合の非接触ＩＣチップファ
ームウェアの動作フローを示す図である。
【図９】使用可能なリーダライタを該リーダライタに翳して登録する操作例を示す図であ
る。
【図１０】使用可能なリーダライタの登録時の携帯端末コントローラの動作フローを示す
図である。
【図１１】使用可能リーダライタ登録テーブルの例を示す図である。
【図１２】使用可能なリーダライタを登録したＩＣカード機能携帯端末で電子マネーサー
ビスを利用したときの態様の一例を示す図である。
【図１３】従来のＩＣカード機能搭載携帯端末による決済サービス開始のシーケンス例を
示す図である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　リーダライタ
　２　非接触ＩＣチップファームウェア
　３　携帯端末コントローラ
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(13) JP 2010-2955 A 2010.1.7

【図１３】



(14) JP 2010-2955 A 2010.1.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  遠藤　正幸
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  勝又　宏行
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  大槻　拓也
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  三城　真志
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  逢坂　聡直
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  斉藤　弘子
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  木戸口　公
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
Ｆターム(参考) 5B035 AA13  BB09  CA23  CA38 
　　　　 　　  5K027 AA11  BB09  HH26  MM03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

